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1 H30.3.20 H30.4.3

指定された「報告書」、東京都作成「改修工事保護者説明会資料」、「平成28年2月　東京都作成議事録」について

1. 何故、業者からの状況報告書は一切「経年劣化」という言葉でなく「ジャンカ」としか表現されていないのに、東京都で
は「保護者説明会資料」「議事録」では一切この表現を使用していないのか？
議事録内で保護者から「ジャンカ」ではないのかの質問に一切明確な解答をしていないのか？
2
②同上は改修工事不具合発覚後具体的にどのように工事に採用し、工事完了後それが従前の耐震性能からどのような数値デー
タの改善により、生徒の学校生活に安心・安全を図れたのか？
3.調査範囲で「ジャンカが…基本的には柱部材は全箇所で仕上げ材の撤去を行い調査を行うのが望ましい。」とあるが、柱部
材全部の調査結果を具体的に客観的なデータ・数値で下さい。
②もし全部の柱調査を実施しなかった場合具体的な理由・根拠を提示ください。
4.基礎部分の状況報告書を具体的に客観的データ・数値で下さい。
以上１～４文書資料、図面・図表等以上全ての決裁書（議会提出資料、議事録、各種定例会及び報告書、音声、映像等）の一
切を提出下さい。

1 請求にかかる文書は、作成及び取得しておらず、存在しないため
教育庁都立学校教育部高等
学校教育課

3 H30.3.26 H30.4.9
平成３０年３月２２日付けの中学校別評定割合（個表）－都内公立中学校第３学年の平成２９年１２月３１日現在の評定（調
査書記載の評定）状況－調査対象校６２５校（義務教育学校及び中等教育学校を含む）のうち単学級校（調査報告人員４０人
以下の学校）等を除いた５７３校（学校名の記載があるもの）

14 1
教育庁都立学校教育部高等
学校教育課

4 H30.3.29 H30.4.9
平成３０年３月２２日付けの中学校別評定割合（個表）－都内公立中学校第３学年の平成２９年１２月３１日現在の評定（調
査書記載の評定）状況－調査対象校６２５校（義務教育学校及び中等教育学校を含む）のうち単学級校（調査報告人員４０人
以下の学校）等を除いた５７３校（学校名の記載があるもの）

14 1
教育庁都立学校教育部高等
学校教育課

5 H30.3.27 H30.4.10 指定された職員の都立日野台高等学校(27)改修工事に関連する全ての業務に係る「対応記録票」 1

請求に係る文書は作成及び取得しておらず、存在しないため。
なお、教育庁等に所属する一般職の職員には教育庁において定めて
いる「職務に関する働きかけについての対応要綱」（「５　備考」
参照）が適用されるが、同要綱第２条（４）に該当する「働きか
け」がなかったことから、「対応記録票」は作成されていない。

教育庁都立学校教育部高等
学校教育課

6 H30.3.16 H30.4.11 教職員の服務事故に関する公表資料 48件 69 1 教育庁人事部職員課

7 H30.3.16 H30.4.11 教職員の服務事故に関する公表資料 26件 48 1 1

事故者の氏名、学校名、事故者の個人を識別できる事故者に関する
情報は、特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照合
することにより、特定の個人を識別することができることとなるも
のを含む。）又は特定の個人を識別することはできないが、公にす
ることによりなお個人の権利利益を害するおそれがあるものである
ため（７条２号）

教育庁人事部職員課

8 H30.4.2 H30.4.11

（１）都立東高等学校ほか1校（29）環境整備工事
（２）都立荒川工業高等学校（29）校庭及びテニスコート改修工事
（３）都立山崎高等学校ほか1校（29）校庭改修その他工事
上記（１）から（３）までの工事設計内訳書

113 1
教育庁都立学校教育部営繕
課

決定区分 （根拠規定）条例７条

1
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決定区分 （根拠規定）条例７条

9 H30.4.3 H30.4.11
平成●●年●●月●●日付東京都教育庁人事部宛に匿名で送付された「●●●●の不適格性についての進言」がどう扱われ、
該当校長からの報告書等がどんな物で、教育委員会がどう処理したのか　それらのわかる記録や文書

1

本件請求の内容は、個人に関する情報で特定の個人を識別すること
ができるもの（他の情報と照合することにより、特定の個人を識別
することができることとなるものを含む。）であるため、東京都情
報公開条例第７条第２号の非開示情報に該当する。
　本件請求に関しては、本件請求に係る公文書が存在しているか否
かを答えるだけで、前記のとおり同条例第７条第２号に該当する非
開示情報を開示することとなるため、同条例第１０条により文書の
存在を明らかにしないで非開示とする。

教育庁人事部職員課

10 H30.4.4 H30.4.11
都立八王子盲学校（西２９）プールサイドその他改修工事
工事設計書及び工事設計内訳書

10 1
東京都西部学校経営支援セ
ンター管理課

11 H30.4.9 H30.4.12
平成３０年３月２２日付けの中学校別評定割合（個表）－都内公立中学校第３学年の平成２９年１２月３１日現在の評定（調
査書記載の評定）状況－調査対象校６２５校（義務教育学校及び中等教育学校を含む）のうち単学級校（調査報告人員４０人
以下の学校）等を除いた５７３校（学校名の記載があるもの）

14 1
教育庁都立学校教育部高等
学校教育課

12 H30.3.29 H30.4.12 指定された職員の都立日野台高等学校(27)改修工事に関連する全ての業務に係る「対応記録票」 1

請求に係る文書は作成及び取得しておらず、存在しないため。
なお、教育庁において定めている「職務に関する働きかけについて
の対応要綱」の第２条（４）に該当する「働きかけ」がなかったこ
とから、「対応記録票」は作成されていない。

教育庁都立学校教育部高等
学校教育課

13 H30.3.30 H30.4.13

（１）都立日野台高校　大規模改修　全体計画
　　　（２６予算及び２７予算記載のもの）
（２）都立日野台高校　大規模改修　全体計画
　　　（２７予算及び２８予算記載のもの）
（３）都立日野台高校　大規模改修　全体計画
　　　（２８予算及び２９予算記載のもの）
（４）都立日野台高校　大規模改修　全体計画
　　　（２９予算及び３０予算記載のもの）

4 1
教育庁都立学校教育部高等
学校教育課

14 H30.3.30 H30.4.13
（１）旅費請求内訳書（●●　●●）５件分
（２）旅費請求内訳書（●●　●●）１件分

6 1 1

職員の自宅最寄駅等、職務遂行以外の情報については、特定の個人
を識別することができるもの（他の情報と照合することにより、特
定の個人を識別することができることとなるものを含む。）である
ため（7条2号）

教育庁都立学校教育部高等
学校教育課

2
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決定区分 （根拠規定）条例７条

15 H30.3.30 H30.4.13

下記の公文書につきご提示下さい。
日野台高校校舎（特別棟）（以下「校舎」と言う）
１　校舎建築時予算書（決裁書を含む）
　②同上決算書（決裁書を含む）
（名称の如何を問わず同内容のもの全て）（決裁書を含む）
２　校舎耐震補強工事における
③ 上記　①、②の決算書（決裁書を含む）
（名称の如何を問わず同内容のもの全て）

1 請求にかかる文書は、作成及び取得しておらず、存在しないため
教育庁都立学校教育部高等
学校教育課

16 H30.3.30 H30.4.13

「保護者説明会資料」に記載の「平成28年6月中旬に不良箇所発見」について
→「都の建築構造専門職を交えた現況調査」に関し
指定された職員の発言について、何故工事途中に（改修工事）施工不良（ジャンカ）が発覚したにもかかわらず、そのような
発言が行われるのか具体的かつ客観的な理由・根拠を示してください。

1 請求に係る文書は作成及び取得しておらず、存在しないため
教育庁都立学校教育部高等
学校教育課

17 H30.4.5 H30.4.16
平成29年度東京都公立学校教員採用候補者選考（30年度採用）
平成28年度東京都公立学校教員採用候補者選考（29年度採用）
問題、問題用紙、回答

1 教育庁人事部試験課

18 H30.2.16 H30.4.17
・教職員の服務事故について（平成28年8月30日）
・教職員の服務事故について（平成29年6月29日）

7 1 教育庁人事部職員課

19 H30.2.16 H30.4.17

・28教人職第1803号　教職員の服務事故について（報告）
・28教人職第●●号　東京都●●区公立学校長の服務事故に関する事情聴取
・28教人職第●●号　東京都●●区公立学校長の服務事故に関する事情聴取
・28教人職第●●号　東京都●●区公立学校長の服務事故について（事情聴取）
・28教人職第3528号　教職員の服務事故について（報告）
・28教人職第4564号　教職員の服務事故について（報告）
・28教人職第4796号　教職員の服務事故について（報告）
・28教人職第4799号　教職員の服務事故について（報告）
・28教人職第●●号　東京都●●区公立学校長に対する懲戒処分について
・28教人職第●●号　東京都●●区公立学校教員に対する懲戒処分について
・29教人職第●●号　東京都●●区公立学校教員に対する■■依頼、同区公立学校長に対する■■依頼及び同区公立学校副校
長に対する■■依頼について
・29教人職第●●号　東京都●●区公立学校主任教諭に対する■■依頼について
・29教人職第●●号　東京都●●区公立学校主任教諭に対する懲戒処分について
・28教人職第2190号　校長に対する処分について（通知）（案）
・28教人職第4480号　教員に対する処分について（通知）（案）
・29教人職第809号　教員に対する処分について（通知）（案）
・教職員の服務事故について（平成29年2月27日）

111 1 1 1

事故者に関する個人情報、事故の被害者に関する個人情報、当事
者・関係者からの事情聴取内容等については、個人に関する情報
で、特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照合する
ことにより、特定の個人を識別することができることとなるものを
含む。）、または、特定の個人を識別することはできないが、公に
することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもので
あるため（７条２号）
当事者・関係者からの事情聴取内容等については、事情聴取で話し
た内容が公にされることとなると、今後、同種の事故が発生した場
合に、事故者等からの事情聴取による適切な情報収集が困難とな
り、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障が生じるおそ
れがあるため（７条６号）
処分又は措置案に関する情報については、服務事故に関する案の段
階での処分量定であり、最終決定していない案が開示されることと
なると、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障が生じる
おそれがあるため（７条６号）
東京都教育委員会の非公開の会議に関する情報については、人事等
に関する案件として非公開で行った会議に関する情報であり、開示
されることとなると、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に
支障が生じるおそれがあるため（７条６号）

教育庁人事部職員課

3
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決定区分 （根拠規定）条例７条

20 H30.2.16 H30.4.17

・添付資料（１）■■■■教諭のメモ
・添付資料（２）■■■■教諭が録音した記録を書き起こした記録
・添付資料（１）ＬＩＮＥ履歴（テキストファイル形式）
・添付資料（２）■■■■教諭聞き取り内容

1 1 1

個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの（他
の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができる
こととなるものを含む。）、または、特定の個人を識別することは
できないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するお
それがあるものであるため（７条２号）
当事者・関係者から提出された資料が公にされることとなると、今
後、同種の事故が発生した場合に、当事者等からの資料提出による
適切な情報収集が困難となり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑
な遂行に支障が生じるおそれがあるため（７条６号）

教育庁人事部職員課

21 H30.2.16 H30.4.17
・指定された服務事故に係る報道機関（記者クラブ、新聞社、テレビ、週刊誌等）への処分に係る情報提供文書
・指定された服務事故に係る報道機関（記者クラブ、新聞社、テレビ、週刊誌等）への処分に係る情報提供文書
・上記に係る都議会（議長・委員会・個々の議員含む）への報告等の文書

1

・対象となる措置について、報道機関への情報提供を行っていない
ことから、当該公文書を作成及び取得しておらず、存在しないため
・対象となる懲戒処分又は措置について、都議会への報告等を行っ
ていないことから、当該公文書を作成及び取得しておらず、存在し
ないため

教育庁人事部職員課

22 H30.4.3 H30.4.17
都立立川ろう学校（29）体育館屋根改修工事
工事設計内訳書

9 1
教育庁都立学校教育部営繕
課

23 H30.4.3 H30.4.17
都立芝商業高等学校（東29）プール塗装改修工事
工事設計内訳書

5 1
東京都東部学校経営支援セ
ンター管理課

24 H30.4.3 H30.4.17
都立板橋特別支援学校（中29）プール改修工事
工事設計書及び工事設計内訳書

7 1
東京都中部学校経営支援セ
ンター管理課

25 H30.4.3 H30.4.17
東京都立大島高等学校プールシート改修工事
工事設計書及び工事設計内訳書

7 1 東京都立大島高等学校

26 H30.4.11 H30.4.17
平成３０年３月２２日付けの中学校別評定割合（個表）－都内公立中学校第３学年の平成２９年１２月３１日現在の評定（調
査書記載の評定）状況－調査対象校６２５校（義務教育学校及び中等教育学校を含む）のうち単学級校（調査報告人員４０人
以下の学校）等を除いた５７３校（学校名の記載があるもの）

14 1
教育庁都立学校教育部高等
学校教育課

27 H30.4.10 H30.4.18
平成２９年９月４日に公表された教職員の服務事故に関する公表資料（ただし、処分理由として、わいせつ行為等に関する案
件が記載されたページ）

1 1 1

事故者の「氏名」及び「学校名」は、個人に関する情報で、特定の
個人を識別することができるもの（他の情報と照合することによ
り、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）
であるため（７条２号）

教育庁人事部職員課

4
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決定区分 （根拠規定）条例７条

28 H30.4.6 H30.4.20
都立東大和南高等学校（２９）受変電設備改修工事
工事設計内訳書及び特記仕様書

31 1
教育庁都立学校教育部営繕
課

29 H30.4.6 H30.4.20
都立東大和南高等学校（２９）受変電設備改修工事
図面

11 1 1

設計図面については、公にすることにより、建物内部の配置、建物
への出入口、各部屋への出入口や窓の位置、配管の状況等建物内部
の詳細な状況を把握することが可能となり、犯罪の予防その他の公
共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため（７条４
号）

教育庁都立学校教育部営繕
課

30 H30.4.16 H30.4.23
都立立川ろう学校（29）寄宿舎棟その他解体工事
工事設計内訳書

50 1
教育庁都立学校教育部営繕
課

31 H30.3.6 H30.4.24
（１）改修工事期間について（平成２９年１月１０日）
（２）【日野台】臨時保護者会事前質問 2 1 東京都立日野台高等学校

32 H30.3.6 H30.4.24

平成28年11月17日東京都作成議事録の質疑応答に記載のある
・東京都「補足だが、事前にいただいたご質問…」とあるが
上記質問が当日説明会参加者に配付されなかった理由についての文書・資料等「各種報告書・議事録・音声・映像・メモ等
（名称の如何を問わず）」の一切。
・上記について、生徒（場合によっては保護者も）に通知した文書・資料・図面・図表等「都議会提出書・各種報告書・議事
録・音声・映像・メモ等（名称の如何を問わず）」の一切。
・学校「いろいろと意見を伺ったので前向きに検討していきたい。」とあるが
　①保護者から確認した意見の内容
　②確認した意見の内容について具体的に検討した内容
　③確認した意見の内容について具体的に検討しなかった内容
　④上記③につき、具体的に検討しなかった理由
　⑤上記②について、具体的に取り組み実施した理由
　⑥上記①～⑤を保護者にどのように報告したのか文書・資料・図面・図表等「各種報告書・業務報告書等（名称の如何を問
わず）」の一切。

1 請求に係る公文書は、作成及び取得しておらず、存在しないため 東京都立日野台高等学校

33 H30.3.6 H30.4.24
（１）東京都が所有する防災上重要な公共建築物の耐震性に係るリスト（新耐震基準【区分１】）
（２）東京都が所有する防災上重要な公共建築物の耐震性に係るリスト（旧耐震基準【区分１】）
（３）状況写真

3 1
教育庁都立学校教育部高等
学校教育課

5



30年度　公文書開示状況（4月決定分）　教育庁

月
整
理
番
号

請　求
年月日

決　定
年月日

公文書の件名

総
枚
数

開
示

一
部
開
示

非
開
示

不
存
在

存
否
応
答
拒
否

1
号

2
号

3
号

4
号

5
号

6
号

7
号

8
号

9
号

非開示理由等 所管局部課等
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34 H30.3.6 H30.4.24

（１）２８日野台高第１０３４号「平成２８年度一般会計予算の増額申請について」及び「歳出予算配付額一覧」
（２）２８日野台高第１１６２号「平成２８年度一般会計予算の増額申請について」及び「歳出予算配付額一覧」
（３）２８日野台高第１２２７号「平成２８年度一般会計予算の増額申請について」及び「歳出予算配付額一覧」
（４）２９日野台高第２１３号「平成２８年度一般会計予算の増額申請について」及び「歳出予算配付額一覧」
（５）２９日野台高第２５９号「平成２８年度一般会計予算の増額申請について」及び「歳出予算配付額一覧」
（６）２９日野台高第３４０号「平成２８年度一般会計予算の増額申請について」及び「歳出予算配付額一覧」
（７）２９日野台高第５０８号「平成２８年度一般会計予算の増額申請について」及び「歳出予算配付額一覧」
（８）２９日野台高第７０１号「平成２８年度一般会計予算の増額申請について」及び「歳出予算配付額一覧」
（９）２９日野台高第９１２号「平成２８年度一般会計予算の増額申請について」及び「歳出予算配付額一覧」
（10）２９日野台高第１００４号「平成２８年度一般会計予算の増額申請について」及び「歳出予算配付額一覧」

101 1 1 1

業者の社員名については、個人に関する情報で特定の個人を識別す
ることができるもの（他の情報と照合することにより、特定の個人
を識別することができることとなるものを含む。）であるため（７
条２号）。
業者の印影については、、公にすることにより、犯罪の予防に支障
を及ぼすおそれがあるため（７第４号）

教育庁都立学校教育部高等
学校教育課

35 H30.3.6 H30.4.24

平成28年11月17日東京都作成議事録の質疑応答に記載のある
東京都「もし何かあった時のことを考え避難の方法を工夫することで多くの生徒が使用できるよう学校と調整していきた
い。」とあるが
1） 具体的に学校と調整した内容について
2） 上記について、生徒（場合によっては保護者も）に通知した文書・資料・図面・図表等「都議会提出書・各種報告書・議
事録・音声・映像・メモ等（名称の如何を問わず）」の一切。

1 請求に係る公文書は、作成及び取得しておらず、存在しないため
教育庁都立学校教育部高等
学校教育課

36 H30.4.12 H30.4.25

第５８回都立学校等卒業式・入学式対策本部に関わる資料の送付について（平成２９年４月２８日付２９教指企第１０１号）
第５９回都立学校等卒業式・入学式対策本部　次第及び記録
第６０回都立学校等卒業式・入学式対策本部　次第、資料及び記録
第６１回都立学校等卒業式・入学式対策本部　次第及び記録

14 1 教育庁指導部管理課

37 H30.4.12 H30.4.25

(1) 平成３０年２月１４日付２９教総総第２０６０号
平成３０年度教育施策連絡協議会の開催について（通知）
(2) 平成３０年３月２２日付事務連絡
・平成３０年度教育施策連絡協議会に係る通知について（依頼）
・平成３０年度教育施策連絡協議会に係る開催概要の送付について
・平成３０年度教育施策連絡協議会　開催概要

3 1 教育庁総務部総務課

38 H30.4.16 H30.4.25
都立大江戸高等学校(29)特別教室空調設備改修工事
工事設計内訳書

33 1
教育庁都立学校教育部営繕
課

39 H30.4.16 H30.4.25
都立豊多摩高等学校(29)空調設備改修工事
工事設計内訳書

23 1
教育庁都立学校教育部営繕
課

40 H30.4.16 H30.4.25
都立芝商業高等学校(29)空調設備改修工事(その２)
工事設計内訳書

23 1
教育庁都立学校教育部営繕
課
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41 H30.4.16 H30.4.25
都立第一商業高等学校(29)空調設備改修工事
工事設計内訳書

33 1
教育庁都立学校教育部営繕
課

42 H30.4.16 H30.4.25
都立鷺宮高等学校(29)空調設備改修工事(その２)
工事設計内訳書

57 1
教育庁都立学校教育部営繕
課

43 H30.4.12 H30.4.26 第６０回都立学校等卒業式・入学式対策本部　資料３ 国旗・国家関係の係属訴訟事件の経過等について 1 1 1

原告及び審査請求人の氏名等については、個人に関する情報で個人
に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの又は特定
の個人を識別することはできないが、公にすることによりなお個人
の権利利益を害するおそれがあるものであるため（７条２号）

教育庁総務部法務監察課

44 H30.2.28 H30.4.27

１　学校評価アンケート集計（平成26年度分から平成29年度分）
２　体罰調査　生徒用（質問紙）（平成28年分及び平成29年度分）
体罰調査　教職員用（聞き取り内容）（平成28年分及び平成29年度分）
３　ホーム部会会議録（平成26年度、 平成27年度、平成29年度分）
４　相談室部会会議録（平成28年度分、平成29年度分）
５　保健部会議録（平成26年度分から平成29年度分）
６　生活指導部会議録（平成26年度分から平成29年度分）
７　教育相談委員会会議録（平成26年度分から平成29年度分）
８　いじめ防止委員会会議録（平成28年度分及び平成29年度分）
９　学校サポートチーム会議録（平成26年度分から平成29年度分）

481 1 1 1 1 1

特定の生徒等に関する対応の検討に関する情報等については、個人
に関する情報で特定の個人を識別することができるもの又は特定の
個人を識別することはできないが、公にすることによりなお個人の
権利利益を害するおそれがあるものであるため（７条２号）
個人情報を一時的に集約する際に使用する教室名等については、校
内における安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため（７
条４号）
対応方針に関する検討については、校内における検討段階の情報で
あって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定
の中立性が不当に損なわれるおそれがあるため（７条５号に該当）
・特定の生徒等に関する対応の検討に関する情報については、公に
することにより判断等その事務の過程が明らかになり、今後の事業
執行に支障を及ぼすおそれがあるため（７条６号）

東京都立新宿山吹高等学校

45 H30.3.9 H30.4.27

・状況写真
・議事録
・東京都が所有する防災上重要な公共建築物の耐震性に係るリスト（新耐震基準【区分Ⅰ】）
・東京都が所有する防災上重要な公共建築物の耐震性に係るリスト（旧耐震基準【区分Ⅰ】）
・今までの経緯
・都立日野台高等学校（２７）改修工事保護者説明会資料

13 1
教育庁都立学校教育部営繕
課

46 H30.3.9 H30.4.27

平成28年11月17日東京都作成議事録の質疑応答について、

・何故請負業者等と東京都との特別棟の校舎改修工事の開始時期が平成27年10月に請負工事契約が締結・工事実施されてから
と特別校舎改修工事開始時期まで未着手だったのか。その理由・根拠を示せ。
・「質問は説明会の中で答えさせていただき…」と説明で答えた内容を、質問との適切な対応関係で具体的に示せ。
・新たに出た疑問点で保護者説明会で回答している内容を全て具体的、質問との適切な対応関係で具体的に示せ。
・「議事録については今日来た方々には配付したいと思う。」とあるが、何故、議事録は当日、保護者会に参加したものだけ
しか配布されなかったのか
その理由・根拠も具体的に示せ。
上記①②の文書・資料・図面・図表等（各種報告書・議事録・音声・映像・メモ等）の一切。

1 請求に係る公文書は、作成及び取得しておらず、存在しないため
教育庁都立学校教育部営繕
課

47 H30.3.9 H30.4.27 東京都が所有する防災上重要な公共建築物の耐震性に係るリスト
教育庁都立学校教育部営繕
課
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48 H30.3.9 H30.4.27 臨時保護者会事前質問 1 1 東京都立日野台高等学校

49 H30.3.9 H30.4.27
保護者説明会欠席者への議事録の配布については、希望すれば配布すると聴取しているが、議事録の存在すら知らない保護者
への通知はしていない。何故、そのような事態になったのか。理由・根拠を示せ。
上記の文書・資料（各種報告書・議事録・音声・映像・メモ等）の一切

1 請求に係る公文書は、作成及び取得しておらず、存在しないため 東京都立日野台高等学校

50 H30.4.17 H30.4.27

(1)都立上野高等学校（29）武道場天井改修工事
(2)都立田柄高等学校（29）便所改修その他工事
(3)都立中野工業高等学校（29）校舎棟その他改修工事
(1)から(3)までの工事設計内訳書

52 1
教育庁都立学校教育部営繕
課
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